
京都市高校修学支援奨学金給付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，高校生等に対する学用品購入等助成金及び入学支度金（以下「奨

学金」という。）の給付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第１条の２ この要綱において「生活保護受給世帯」とは，生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）に基づく被保護者の属する世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）に基づく支援給付を受けている者の属する世帯をいう。 

２ この要綱において「市民税非課税世帯」とは，４月１日から同年５月３１日まで

に第５条第１項の規定による申請（以下「申請」という。）があったものについては

申請があった日の属する年度の前年度において，６月１日から翌年３月３１日まで

に申請があったものについては申請があった日の属する年度において，世帯全員が

市町村民税を課税されていない世帯（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

２３条により市町村民税を免除されている世帯を含む。）をいう。 

（給付の目的） 

第２条 奨学金は，教育の機会均等の趣旨に則り，経済的な理由から高等学校等への

修学が困難であると認められる者への支援を目的として給付する。 

（給付の対象） 

第３条 奨学金の対象とするのは，次の各号に掲げる学校教育法に規定する高等学校

等に新たに入学する者又は現在修学している者（以下「高校生等」という。）とす

る。 

⑴ 高等学校 

⑵ 中等教育学校の後期課程 

⑶ 高等専門学校（第１学年から第３学年までに限る。） 

⑷ 特別支援学校の高等部（専攻科を除く。） 

⑸ 専修学校の高等課程 



⑹ 各種学校（外国人を専ら対象として，高等学校における教育に類する教育を行

うものに限る。） 

２ 学用品購入等助成金の給付の対象者は，次に掲げる要件を備えている者とする。

ただし，市長が特に必要があると認めるときは，この限りではない。 

⑴ 高校生等と生計を一にしている扶養義務者（高校生等がその属する世帯の生計

を主として維持しているときは，高校生等。）が申請の時点で本市の区域内に住所

を有すること。 

⑵ 生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯に属していること。ただし，同一学年

において既にこの要綱の規定による学用品購入等助成金の給付を受けたことがあ

る者，生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく高等学校等就学

費の給付を受ける者又は第９条第１項第２号の規定による奨学金に類する給付の

うち別表１に定める奨学金の額以上の給付の給付対象者要件を満たす者を除く。 

⑶ 学習状態が良好であること。 

３ 入学支度金の給付の対象者は，前項第１号（２月１日から同年３月３１日までの

申請については，同年４月１日時点で本市の区域内に住所を有すること。）及び第３

号に規定する要件を備えていることに加え，次に掲げる要件のいずれかに該当する

者とする。ただし，既にこの要綱の規定による入学支度金の給付を受けたことがあ

る者又は第９条第１項第２号の規定による奨学金に類する給付のうち別表１に定め

る奨学金の額以上の給付の給付対象者要件を満たす者を除く。 

⑴ 生活保護受給世帯に属する者のうち，第３条第１項の各号に掲げる高等学校の

中で，私立学校法に規定する私立学校に新たに入学する者。ただし，通信制課程

及び専修学校の高等課程を除く。 

⑵ 市民税非課税世帯に属する者のうち，第３条第１項の各号に掲げる高等学校等

に新たに入学する者。 

（奨学金の額） 

第４条 奨学金の額は，別表１に定めるところによる。ただし，第９条第１項第２号



の規定による奨学金に類する給付の給付対象者要件を満たす者は，この限りではな

い。 

（給付の申請） 

第５条 奨学金の給付を受けようとする高校生等（以下「申請者」という。）は，高

校修学支援奨学金給付申請書（第１号様式。以下「給付申請書」という。）に次に

掲げる書類を添え，市長に提出しなければならない。 

⑴ 在学証明書 

 ⑵ 申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯全員が市民税非課税であること又

は生活保護を受給していることを証する書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる期間

に行うものとする。 

⑴ 学用品購入等助成金 １０月１日から翌年３月３１日まで。なお，現に修学し

ている学年についての申請に限り給付の対象とする。  

⑵ 入学支度金 生活保護受給世帯は２月１日から同年４月３０日までとし，市民

税非課税世帯は２月１日から同年６月３０日までとする。ただし，修学する高等

学校等の入学時期が４月以外の場合は，入学後１箇月以内とする。また，修学を

予定している若しくは現に修学している高等学校等についての申請に限り給付の

対象とする。 

（市民税の課税状況等に関する調査） 

第６条 市長は，申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯全員について，生活保

護法の規定による保護の受給の有無及び市民税の課税状況その他奨学金の給付を行

うために必要があると認める事項について，申請者及び申請者の扶養義務者の属す

る世帯全員の同意に基づき，公簿等で確認することができる。 

２ 前条第１項第２号の書類は，前項の規定により市長が当該事項について確認でき

る場合，省略することができるものとする。 

（給付の決定等の通知） 



第７条 市長は，第５条の規定による申請があったときは，審査のうえ，奨学金の給

付の可否を決定し，その結果を文書により当該申請者に通知する。 

（標準処理期間） 

第８条 奨学金は，申請を受け付けた日の属する月の翌月末日までに給付する。ただ

し，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りではない。 

（奨学金の額の変更） 

第９条 市長は，奨学金の給付の決定を受けた者について，次の各号のいずれかに該

当するときは，奨学金の額を変更することがある。 

⑴ 申請書に記載されている世帯と世帯の状況が異なる，又は申請書に記載されて

いる学校と在学する学校が異なるとき。 

⑵ 奨学金の給付対象者がこの要綱以外の法令等による奨学金に類する給付等を受

けたとき。 

⑶ その他市長が特別の理由があると認めるとき。 

（給付の取消し等） 

第１０条 市長は，奨学金の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは，

奨学金の給付の決定を取り消し，又は既に給付した奨学金の全部若しくは一部の返

還を請求することがある。 

⑴ 不正の手段により奨学金の給付を受けようとし，又は受けたとき。 

⑵ 奨学金の給付の目的に反して奨学金を使用したとき。 

⑶ 第９条第１項第１号又は同項第２号に該当する者で，変更後の奨学金の額が，

当初決定を受けた額未満となるとき。 

⑷ 次条の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定により奨学金の返還を請求されているときは，その返還を終えるまで

の間は，新たにこの要綱の規定による奨学金の給付を受けることができない。 

（届出） 

第１１条 奨学金の給付を受けた者は，次の各号のいずれかに該当するときは，高校

修学支援奨学金変更届出書（第２号様式）により，直ちにその旨を市長に届け出な



ければならない。 

⑴ 申請者又は申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯の者が氏名若しくは住

所を変更し，又は死亡したとき。 

⑵ 申請者又は申請者及び申請者の扶養義務者の属する世帯の者の収入に変更があ

ったとき。 

⑶ 申請者が退学，停学等の処分を受け，又は休学，復学その他修学状況の変更が

あったとき。 

（補則） 

第１２条 この要綱の施行について必要な事項は，子ども家庭支援課長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 平成２２年４月１日以後における給付に係る選考に関し必要な準備行為は，この

要綱の施行日前においても行うことができる。 

（関係要綱の廃止） 

３ 京都市教育扶助資金給付要綱は，廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２３年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の京都市高校修学支援奨学金給付要綱第６条の規定は，第

５条の規定による平成２３年度分の奨学金に係る申請から適用し，平成２３年３月

３１日以前に申請された平成２２年度分の奨学金については，なお従前の例によ

る。 

（準備行為） 

３ 平成２３年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は，この



要綱の施行日前においても行うことができる。 

   附 則 

この要綱は，平成２４年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年２月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は，第５条の規定による平成２６年度分の奨学金に係る申請

から適用し，平成２６年３月３１日以前に申請された平成２５年度分の奨学金につ

いては，なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 平成２６年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は，この

要綱の施行日前においても行うことができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２６年９月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 平成２６年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は，この

要綱の施行日前においても行うことができる。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年１０月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２７年２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱の規定は，第５条の規定による平成２７年度分の奨学金に係る申請



から適用し，平成２７年３月３１日以前に申請された平成２６年度分の奨学金につ

いては，なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 平成２７年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は，この

要綱の施行日前においても行うことができる。 

附 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１号様式は，第５条の規定による平成３０年度分の奨学金に係る申請か

ら適用し，平成３０年３月３１日以前に申請された平成２９年度分の奨学金については，

なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ 平成３０年度分以降の奨学金の給付にかかる選考に関し必要な準備行為は，この要

綱の施行日前においても行うことができる。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 平成３０年１０月以降の奨学金の給付に必要な準備行為は，この要綱の施行日前に

おいても行うことができる。 

   附 則 

 この要綱は，令和３年７月３１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は，令和４年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，当分の間，これを使用することができる。 

 

 

別表１（第４条関係） 

１ 学用品購入等助成金 

世帯類型 内容 区分 給付額 

市民税非課税世帯 
高等学校等での修学に必

要な経費 

第３条第１項第１

号に規定する高等

学校等（区分を問わ

ない。） 

１４４，０００円 

 
２ 入学支度金 

世帯類型 内容 区分 給付額 

生活保護受給世帯 

私立の高等学校等（通信

制及び専修学校高等課程

を除く。）への入学に必要

な経費 

私立 

全日制 １１０，０００円 

定時制 ６９，０００円 

市民税非課税世帯 
高等学校等への入学に必

要な経費 

国公立     

（通信制を除く。） 
６３，０００円 

私立 
全日制 １７８，０００円 

定時制 １３７，０００円 

通信制 ４５，０００円 

   
注 高等学校等の昼間定時制課程については全日制として，専修学校の高等課程につい

ては通信制として取り扱う。 



第１号様式（第５条関係） 

１ 生活保護受給世帯用 

京都市高校修学支援奨学金給付申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宛先）京都市長 年　　　　　月　　　　　日

住所　　（〒　　　　　－　　　　　　　　） フリガナ

氏名（高校生本人）

（保護者連絡先）

電話　　　　　　　　－                  ※住所コード

学校  　　　　　　年　　　　月 入学 ～ 　　　　　　年　　　　月

　　　　　　　　　年　　　　月に購入する　（した）　制服，教科書その他入学時の費用として

姓 名

　

（記名）

　

★ 2月中に申請し，前倒し支給を希望する方は必ずチェックしてください。

申
請
者

生年月日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　京都市高校修学支援奨学金給付要綱第５条の規定により，高校進学・修学支援金　（入学支度金）の給付を申請します。

申 請 学 校 入 学
以 前の修学状況

中
高等

卒業

転校

中退

申
請
内
容

学 校 名
科目名

（コース名）
学年

学校区分 私　　　　立 種  類 １　  全日制　　２　  定時制（昼間定時制含む）

修学期間
　　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　　年　　　　月　（　　　箇年）

留年の
有 （　　　年）・ 無

（予定） 有　無

生 活 保 護 の

受 給 状 況
有（停止含む）　　・　　無

申　請　理　由

同 種 の 奨 学 金 の
申 請 状 況

その他同種の奨学金　⇒　名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
払
方
法

口　　座　　振　　込　　先　 （通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。） ※金融機関コード

銀行

信金

信組

農協

１ 普通

２ 当座

４ 貯蓄

　　　　　　年　　　　月　　　　日

前倒し支給の希望 □

口　座　番　号
フ　　リ　　ガ　　ナ

口　座　名　義　人

支店

支所

　 京都市高校修学支援奨学金給付要綱第６条第１項に係る調査（世帯状況，生活保護受給の有無，同種の奨学
金受給の有無，進学先調査）について同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［生活保護受給者全員の方の記名をお願いします。］

　
希望する

希望される方は追加で以下の書類を提出してください。

○進学先の学校が分かる書類の写し（合格通知書等）

○入学金の支払いが分かる書類の写し（振込明細等）
 



２ 市民税非課税世帯用 

京都市高校修学支援奨学金給付申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（宛先）京都市長 年　　　　　月　　　　　日

住所　　（〒　　　　　－　　　　　　　　） フリガナ

氏名（高校生本人）

（保護者連絡先）

電話　　　　　　　　－                  ※住所コード

学校  　　　　　　年　　　　月 入学 ～ 　　　　　　年　　　　月

1 2 5

. .

. .

. .

. .

. .

　　　　　　　　　年　　　　月に購入する　（した）　制服，教科書その他入学時の費用として

姓 名

　

（記名）

★ 2月中に申請し，前倒し支給を希望する方は必ずチェックしてください。

前倒し支給の希望 □
　

希望する

希望される方は追加で以下の書類を提出してください。

○進学先の学校が分かる書類の写し（合格通知書等）

○入学金の支払いが分かる書類の写し（振込明細等）※私立進学者のみ

  京都市高校修学支援奨学金給付要綱第６条第１項に係る調査（世帯状況，課税状況，生活保護受給の有無，同種の
奨学金受給の有無）について同意します。
［世帯員全員（住民票が別であるが同居している方，単身赴任等で別居しているが高校生の生計費を負担されている方も含む）の記名をお願いします。］

支
払
方
法

修学期間

本　人

世帯区分 ２  母子世帯　　３  父子世帯　　４  児童世帯　　５  障害者世帯　　７　長期療養者世帯　　８　その他世帯

　　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　　年　　　　月　（　　　箇年）

申　請　理　由

口　座　番　号
フ　　リ　　ガ　　ナ

有　無
留年の

年間所得額

専修
(全日制・定時制)

全日制
定時制

(昼間・夜間）
３　通信制　４　高専

※金融機関コード

支所

支店

続　　柄

口　座　名　義　人

　振　　込　　先　  口　　座　（通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。）

１ 普通

２ 当座

４ 貯蓄

生 活 保 護 の

受 給 状 況
　有（停止含む）   ・   無

世
帯
員
の
状
況

中退

申 請 学 校 入 学
以 前の修学状況

同 種 の 奨 学 金 の
申 請 状 況

氏　　　　　名

学校区分

その他同種の奨学金　⇒　名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種  類

職業・学年等

　　　　　　年　　　　月　　　　日

科目名
（コース名）

（予定）
有 （　　　年）・ 無

銀行

信金

信組

農協

生 年 月 日

１　国公立 　　　２　私立

学年学 校 名

転校
卒業

申
請
者

申
請
内
容

　　京都市高校修学支援奨学金給付要綱第５条の規定により，高校進学・修学支援金　（入学支度金）の給付を申請します。

中
高等

 



３ 市民税非課税世帯用（学用品購入等助成金） 

京都市高校修学支援奨学金給付申請書 

 

 （宛先）京都市長 年　　　　　月　　　　　日

住所　　（〒　　　　　－　　　　　　　　） フリガナ

氏名（高校生本人）

（保護者連絡先）

電話　　　　　　　　－                  ※住所コード 性別 男 ・ 女

学校  　　　　　　年　　　　月 入学 ～ 　　　　　　年　　　　月

1 2 5

. .

. .

. .

. .

. .

　　　　　　　　　年　　　　月に購入する　（した）　制服，教科書その他学用品等の費用として

姓 名

　

（記名）

   京都市高校修学支援奨学金給付要綱第６条第１項に係る調査（世帯状況，課税状況，生活保護受給の有無，京都
府奨学のための給付金受給の有無，その他同種の奨学金受給の有無）について同意します。［世帯員全員（住民票が別であるが

同居している方，単身赴任等で別居しているが高校生の生計費を負担されている方も含む）の記名をお願いします。］

・その他の同種の奨学金　⇒　名称（　　　　　　　　　　　　　）・京都府奨学のための給付金（　　　　　）　
同 種 の 奨 学 金 の
申 請 状 況

銀行

信金

信組

農協

全日制

修学期間

本　人

種  類

職業・学年等

支
払
方
法

１ 普通

２ 当座

４ 貯蓄

世帯区分 ２  母子世帯　　３  父子世帯　　４  児童世帯　　５  障害者世帯　　７　長期療養者世帯　　８　その他世帯

※金融機関コード

支所

支店

続　　柄

申請理由

生 活 保 護 の
受 給 状 況

氏　　　　　名 年間所得額

有　無

３　通信制　４　高専

留年の

生 年 月 日

有 （　　　年）・ 無　　　　　　　　年　　　　月～　　　　　　　　年　　　　月　（　　　箇年）

学校区分

口　座　番　号
フ　　リ　　ガ　　ナ

口　座　名　義　人

口　　座　　振　　込　　先　 （通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。）

定時制
（昼間・夜間）

　　　　　　　　　有　　　（停　止　含　む）　　　・　　　　無

専修
(全日制・定時制)

１　国公立 　　　２　私立

転校

　　　京都市高校修学支援奨学金給付要綱第５条の規定により，高校進学・修学支援金　（学用品購入等助成金）の給付を
　申請します。

中
高等

卒業

申
請
者

申
請
内
容

学 校 名

　　　　　　年　　　　月　　　　日

科目名
（コース名）

中退

申 請 学 校 入 学
以 前の修学状況

学年

（予定）

世
帯
員
の
状
況

 



第２号様式（第１１条関係） 

京都市高校修学支援奨学金変更届出書 

(宛先)京都市長 年   月   日   

申
請
者 

住所  氏名（高校生本人） 

 

（昼間連絡先）  

電話    ―          

 

 京都市高校修学支援奨学金給付要綱第１０条の規定により，以下のとおり申請内容の変更を届

け出します。 

 変更前 変更後 

１ 氏 名   

２ 学校名・学年 （   年） （   年） 

３ 住 所 
京都市    区 京都市   区 

４ そ の 他 

□ 世帯状況 （市民税非課税世帯 → 生活保護受給世帯） 

□ 世帯状況 （生活保護受給世帯 → 市民税非課税世帯） 

□ 口座振込先の変更 （※別紙） 

 □ その他（                         ） 

変更が生じた理由  

変 更 年 月 日 年   月   日 

注１ 変更する箇所のみ記載してください。 

注２ 該当する□には，✓を記入してください。 

  注３ 振込先を変更する場合は，口座振込依頼書（別紙）を添付してください。  

 

 


